赤穂市公用車有料広告取扱要領

（趣旨）
第１条　この要領は、赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱（平成１８年赤穂市訓令甲第４号。以下「要綱」という。）第１４条の規定に基づき、市の所管する公用車（以下「公用車」という。）に掲載する有料広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
（広告掲載の制限）
第２条　この要領において、要綱第３条第８号に規定する市長が適当でないと認めるものは、次に掲げる広告とする。
　⑴　投資的又は投機的商品の広告
　⑵　出資者及び出資金の募集広告
　⑶　霊感商法等悪質商法と認めるものの広告
　⑷　債権取立て、回収等の広告
　⑸　興信所の広告
　⑹　危険を伴う民間療法の広告
　⑺　人権を害するおそれのある広告
　⑻　非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのある広告
　⑼　求人広告その他これに類する広告
　⑽　不動産物件に関するもの又は宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）による登録がなされていない業者の広告
（広告の規格等）
[bookmark: _Hlk219383138]第３条　広告の規格、掲載位置、掲載枚数、掲載台数及び広告掲載料は、次のとおりとする。
⑴　規格（最大寸法）　縦３０センチメートル×横５０センチメートル
⑵　掲載位置　公用車の両側面部
⑶　掲載枚数　公用車１台当たり２枚
⑷　掲載台数　公用車の運営管理状況等を踏まえ市長が別に定める台数
⑸　広告掲載料　公用車１台当たり月額３，３００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
２　広告を掲載する車両は市が指定することとし、申込者は、広告を掲載する車両を指定できないものとする。
（広告の掲載方法）
第４条　広告の掲載方法は、広告の内容を表示したマグネットシート（以下「広告物」という。）を公用車の両側面部に貼り付ける方法によるものとし、車体への直接塗装、粘着フィルム等の貼付けによることはできないものとする。
２　前項の広告物は、厚さ０．６ミリメートル以上１．０ミリメートル以下の強力磁石で車体に脱着可能なものとし、容易に車体から剥離しないものであって、広告物を撤去する際に車体への損傷を生じさせないものでなければならない。
３　広告には、縦４センチメートル、横６センチメートル以上の大きさで「広告」と表示しなければならない。
（広告の掲載期間）
第５条　広告を掲載する期間は、１月単位とし、最大で掲載を開始する日の属する年度の末日までとする。
（費用負担）
第５条　広告主は、広告物の製作及び維持補修に要する一切の費用を負担するものとする。
（原状回復）
第６条　市長は、要綱第８条の規定により決定した広告の掲載期間（以下「広告掲載期間」という。）が満了したとき、又は要綱第１２条の規定により広告の掲載を取り消したときは、速やかに広告物を撤去するものとする。
２　広告主は、広告物の取付け、撤去等により、公用車に損害が生じた場合において、広告主の責に帰すべきことが明らかなときは、その修復費用を負担するものとする。
（広告物の汚損等）
第７条　広告物の天災その他の不可抗力による毀損若しくは破損又は第三者による毀損、盗難、滅失等については、市はその責を負わない。ただし、市の責に帰すべきことが明らかな場合は、この限りでない。
２　市長は、前項の場合において、広告主が当該広告物を広告主の負担により修復し、又は再度作成し、広告掲載期間の範囲内で掲載を希望するときは、これを認めるものとする。
（禁止行為）
第８条　広告主は、次に掲げる行為を行ってはならない。
1 市の広告掲載業務の運営及び維持を妨げる行為
2 その他市長が掲載者として不適切と認める行為
２　広告主は、広告掲載に関する権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
（請求権の放棄）
第９条　広告主は、広告掲載の決定を取り消された場合において、当該広告掲載に係る費用について、市に対してその補償を請求することはできない。
（補則）
第１０条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

付　則
この要領は、令和８年４月１日から施行する。
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